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・地球環境情報プラットフォームの活用 

・気候変動の緩和策と気候変動の影響への適応策を推進するための環境整備 

・世界各国における温室効果ガス排出量の監視と排出削減施策の効果検証の支援 

・地球環境情報に係る情報基盤の相互の連携及び利便性の向上 

・生物多様性情報に係るデータベースの活用 

・2018 年のＧＥＯ本会合の日本での開催及び同会合の議論も踏まえた地球観測情報

の活用推進 

 

（４）国家戦略上重要なフロンティアの開拓 

［Ａ］基本的認識 

海洋や宇宙の適切な開発、利用及び管理を支える一連の科学技術は、産業競争力の強

化や上記（１）から（３）の経済・社会的課題への対応に加えて、我が国の存立基盤を

確固たるものとするものである。また同時に、我が国が国際社会において高い評価と尊

敬を得ることができ、国民に科学への啓発をもたらす等の更なる大きな価値を生みだす

国家戦略上重要な科学技術として位置付けられるため、長期的視野に立って継続して強

化していく必要がある。 

 

［Ｂ］重きを置くべき課題 

海洋に関しては、世界第６位の排他的経済水域を有する我が国は、「海洋立国」にふさ

わしい科学技術とイノベーションの成果を上げる必要がある。そのため、氷海域、深海

部、海底下を含む海洋の調査・観測技術、生物を含む資源、運輸、観光等の海洋の持続

可能な開発・利用等に資する技術、海洋の安全確保と環境保全に資する技術、これらを

支える科学的知見・基盤的技術の研究開発に着実に取り組むことが重要である。また、

近地球温暖化に伴い大きな影響が懸念されている北極域に関しては、総合海洋政策本

部において策定した「我が国の北極政策」47等に基づき、北極域観測技術の開発を含め

た観測・研究を充実させる必要がある。 

宇宙に関しては、人類共通の知的資産に貢献し活動領域を広げ得るものであるととも

に、近年世界的に安全保障、民生利用面での重要性が高まっていることから、我が国と

してもその基盤としての科学技術を、宇宙の開発・利用と一体的に振興していく必要が

ある。そのため、衛星測位、衛星リモートセンシング、衛星通信・衛星放送、宇宙輸送

システム、宇宙科学・探査、有人宇宙活動、宇宙状況・海洋状況把握等及びこれらを支

える科学的知見・基盤的技術の研究開発に着実に取り組むことが重要である。特に、こ

れまで我が国が国際的に高い評価を得てきた地球環境監視に資する人工衛星観測につ

いて、その継続性を確保しつつ着実に開発を進めていく必要がある。また民間宇宙ビジ

ネスの拡大に備え、「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」（平成 28 年

法律第 76 号）及び「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律」

（平成 28 年法律第 77 号）に基づき、関連規則等の整備及び体制整備を推進するととも

                                                  
47 総合海洋政策本部「我が国の北極政策」（平成 27 年 10 月 16 日）  
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に、宇宙産業はSociety 5.0実現に向けた駆動力であり、他産業の生産性向上に加えて、

新たに成長産業を創出するフロンティアであることを踏まえ、宇宙産業の振興に各府省

が連携して取り組んでいくことが重要である。一方、我が国独自の測位衛星である準天

頂衛星「みちびき」による常時高精度測位サービスが開始する機運を受け、地理空間情

報が高度に活用される社会基盤の確立に向けて、位置情報を利用する宇宙利活用ビジネ

スを引き続き推進していくとともに、「みちびき」のみで持続測位を実現するための７

機体制の確立、衛星測位技術や地理空間情報技術に関する研究開発基盤の維持・強化に

引き続き取り組んでいくことが重要である。 

 

［Ｃ］重きを置くべき取組 

① ＭＤＡに関する研究開発の推進 

・海洋情報の集約・共有・提供を行うための体制の整備、ＭＤＡの基礎となる海洋情

報の収集・取得に関する取組の強化等「我が国の海洋状況把握の能力強化に向けた

取組」に掲げられた今後の取組に係る研究開発の推進   【内閣府、関係府省】 

 

② 宇宙産業の振興 

・リモートセンシング衛星をはじめとした宇宙から得られるデータの一層の利活用促

進、ＩＴ専門家・国・地方公共団体・公的機関をはじめとした潜在ユーザーが一体

となったモデル事業の推進、宇宙機器産業の国際競争力強化や新規参入支援、相手

国の発展段階を意識した戦略的海外展開、新たな宇宙ビジネスを見据えたベンチャ

ー振興・制度整備など、宇宙ビジネスの振興に向け、平成 29 年５月に取りまとめら

れた「宇宙産業ビジョン 2030」で掲げられた取組の着実な推進   

    【内閣府、総務省、経済産業省、文部科学省、関係府省】 

 

③ 地理空間情報活用推進基本計画を踏まえた宇宙利活用ビジネスの利用促進 

・平成 29 年度に我が国独自の測位衛星である準天頂衛星「みちびき」を打上げ４機体

制が確立されることにより全国 24 時間のセンチメータ級高精度測位サービスの運

用を開始         【内閣府】 

 

この他、総合科学技術・イノベーション会議は、総合海洋政策本部や宇宙開発戦略

本部と連携し、海洋基本計画や宇宙基本計画、地理空間情報活用推進基本計画等と整

合を図りつつ、海洋や宇宙に関する技術開発課題等の解決に向けた取組を推進する。 
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